
令和 8 年 4 月 1 日 
お客さま 各位 

奄美信用組合 
 

基準金利の改定について 

 
 奄美信用組合は、現状の市場金利動向を踏まえ、基準金利を下記の通り改定することと

しましたので、お知らせいたします。 
今後ともより一層のサービス向上に努めてまいりますので、お引き立てを賜りますよ 

うお願い申し上げます。 
 

記 

 

1. 引上げ日ならびに引上げ幅について 

基準金利の種類 引上げ日 引上げ幅 
一般の基準金利 令和 8 年 4 月 1 日（水） +０．４％ 

住宅ローンの基準金利 令和 8 年 4 月 1 日（水） +０．４％ 
■：変動金利型の融資をご契約のお客様につきましては、一般の基準金利引上げ日から 14
日後の日以降、最初の約定返済日の翌日から適用されます。（令和 8 年 5 月もしくは 6 月約
定返済分から適用） 
■：変動金利型住宅ローンをご契約のお客様につきましては、住宅ローンの基準金利を引上
げ後、令和 8 年 6 月の返済の翌日から適用されます。（令和 8 年 7 月分から適用） 

2. その他 

今回の基準金利引上げによるご融資利率の改定対象になるお客様におかれましては、
新金利適用開始日以降に順次「返済予定表」をお送りいたします。 

3. 本件に関するお問い合わせ 

  取引店窓口にお問い合わせ下さい。 
  受付時間：平日 9：00〜17：00 

以上 


